
有効期間１０年の旅券の発給申請可能年齢の引下げ等について 

 

２０２２年４月１日 

在ロサンゼルス日本国総領事館 

 

２０２２年（令和４年）４月１日より、成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げること等

を内容とした「民法の一部を改正する法律」が施行されました。それに伴い、旅券（パスポ

ート）発給申請手続について、以下のとおり変更になりましたのでお知らせいたします。 

 

【変更点】 

１ 有効期限１０年の旅券の発給申請ができる年齢が、２０歳以上から１８歳以上になりま

した。 

２ 旅券等の発給申請の際、親権者の同意が不要となる年齢が、２０歳以上から１８歳以上

になりました。 

 

パスポートの申請手続等については、こちらをご覧ください。 

民法の一部を改正する法律（成年年齢関係）の概要については、こちらをご覧ください。 

 

******************************************************** 

（お問い合わせ先） 

在ロサンゼルス日本国総領事館 

領事警備班 

電話(当館代表)：２１３（６１７）６７００ 

e-mail：ryoji@ls.mofa.go.jp 

https://www.la.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/m02_00.htm
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

